
第２「み ず」 

 

第２－１ 「さぼう」 

（砂 防 課） 



１ 砂防の現況 

〇概要 

土砂災害と砂防三法 

土砂災害には、「土石流」「地すべり」「がけ崩れ」の３種類があり、それぞれの事象に合わせ

た法律を適用し、事業を行うことにより被害の予防や軽減に努めています。 

 

      土石流           地すべり           がけ崩れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 土石流 地すべり がけ崩れ 

現象 山や谷の土砂や岩石な

どが、梅雨や台風期の

長雨や集中豪雨によっ

て水と一体になり、一

気に下流へと押し流さ

れる 

大雨により、水を通しにく

い粘土層の上にたまった地

下水が、粘土層より上の地

面を持ち上げてゆっくり動

く 

雨や地震などの影響によ

って、土の抵抗力が弱ま

り、急激に斜面が崩れ落

ちる 

特徴 時速20～40kmという速

度で、一瞬のうちに人

家や畑などを壊滅させ

てしまう 

亀裂・段差が生じるだけで

なく、場合によっては、川

を堰き止めてしまい、その

後、堰き止め土砂の決壊に

より下流側に洪水が押し寄

せてしまう 

突然崩れ落ちるため、ひ

とたび人家を襲うと逃げ

遅れる人も多く、死者の

割合も高くなっている 

関係する 

法律 

砂防法 地すべり等防止法 急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律 

※法律による区域指定数(令和7年3月31日時点) 

砂防指定地： 1,575箇所 地すべり防止区域： 70箇所 急傾斜地崩壊危険区域：565箇所 

 

２ 砂防関係事業の施策体系 

福岡県では、災害に強い、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、ハード・ソフト両

面による総合的な土砂災害対策を推進しています。 
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被害状況 

被害状況 

被害状況 

３ 砂防の事業概要 

（１）ハード対策 

【災害対策事業】  

  発生した土砂災害に対し、再度災害の防止を図り、もって国土の保全と民生の安定に資す

ることを目的として災害関連緊急（砂防・地すべり・急傾斜）事業及び災害関連地域防災が

け崩れ対策事業（市町村事業）を行います。 

  また、土砂災害が発生した一連の地区において一定計画を策定し、砂防激甚災害対策特別

緊急事業及び特定緊急砂防事業を行います。 

 ア 災害関連緊急砂防事業（令和２年７月豪雨、【大谷川】みやま市山川町北関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 災害関連緊急地すべり対策事業（平成３０年７月豪雨、【山口地区】飯塚市山口地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 

（平成３０年７月豪雨、【奥田地区】北九州市門司区奥田地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策状況 

対策状況 

対策状況 

保全家屋 

保全家屋 

保全家屋 
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被害状況 

被害状況 

被害状況 

エ 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（市町村事業）（令和５年７月豪雨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東-1地区】朝倉郡東峰村大字小石原鼓        【杷木古賀地区】朝倉市杷木古賀 

オ 砂防激甚災害対策特別緊急事業（平成２９年７月九州北部豪雨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【妙見川】朝倉市杷木山田 

【通常事業】 

ア 砂防 

水源山地の荒廃により、出水時多量の土砂を下流に流送している 

渓流、または、荒廃の兆候があり、今後の豪雨によって荒廃が進行 

し、土石流の発生するおそれのある渓流に対して、砂防堰堤の設置 

や渓流保全工の整備を行います。 

 

砂防施設の整備状況           土砂や流木の捕捉状況（令和５年７月豪雨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北
きた

の関川
せきがわ

５（みやま市）             烏 山
からすやま

谷川
たにがわ

（朝倉市） 

対策状況 

保全家屋 

保全家屋 

土砂流出 

砂防堰堤 

保全家屋 

砂防堰堤 

砂防堰堤 
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イ 地すべり対策 

地すべりにより人家、公共施設等に被害を及ぼすおそれがある地区、または、治水上の影響が

大きい地区において、地すべりを抑制・抑止する施設の整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ウ 急傾斜地崩壊対策 

急傾斜地における公共性、緊急性が高い箇所で、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域を指定し、斜面崩壊を防ぐための急傾斜地崩壊対策工事を

実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策前 

八女市十籠(じゅうごもり)地区地すべり対策事業 

【抑制工】 

【抑止工】 

黒川地区（北九州市門司区）における 

急傾斜地崩壊対策事業（現場打のり枠） 

もたれ擁壁工 

重力式擁壁 

グランドアンカー工 

現場打のり枠 

対策前 対策後 

86



【砂防メンテナンス事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化対策に関する個別補助事業（砂防メンテナンス事業費補助） 

〇インフラ長寿命化計画において、予防保全による LCC（ライフサイクルコスト）の縮減・平準化を

図り、効率的かつ持続可能なメンテナンスサイクルを実現するため、修繕・更新等が必要な施設

への対策を加速するとともに、新技術の積極的な活用等を推進 

 

対策前 

 PDCA サイクルのイメージ 

（事業内容）  

砂防関係施設（砂防設備、

地すべり防止施設、急傾斜

地崩壊防止施設）の老朽化

対策、及び長寿命化計画の

策定、変更を行います。 

 

対策後 

老朽化対策の例（洗堀箇所の修繕） 
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（２）ソフト対策 

【土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土砂災害警戒区域等の新たな指定に向けた取り組み 

  全国的に土砂災害警戒区域が指定されていない箇所においても、土砂災害が発生している

状況を踏まえ、福岡県では高精度地形図を航空測量によって作成し、新たに区域指定のため

の調査を行う箇所の抽出を行いました。 

  令和６年度から抽出箇所の現地調査に着手し、順次、土砂災害警戒区域等の指定を進めて

います。 

＜調査箇所数＞ 

 １３，６６２箇所：人家等がある箇所：１２，３５９箇所 

        人家等がない箇所： １，３０３箇所 

 ＜新たな調査箇所の公表＞ 

  県民の皆様に今後の避難の際の参考としていただけるよう、インターネット上で新たな調

査箇所を公表しています。 

 

 

福岡県内の土砂災害警戒区域等箇所数 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

・土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に 

危害が生じる恐れがあると認められる区域 

・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン） 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ 

住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがあると 

認められる区域 

 

新たな調査箇所の公表（砂防課 HP「土砂災害警戒区域等マップより」） 

土砂災害防止法とは 
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【土砂災害危険度情報】 

土砂災害危険度情報は、気象庁にて判定される指標雨量(土壌雨量指数と時間雨量)を基に土砂

災害の危険性を４段階で表したものです。 

＜土砂災害危険度情報の提供＞ 

 

 

 
クリック 

メール配信登録方法 

 

① 右の二次元コー

ドから登録 

② 下記メールアド

レスに空メール

を送付して登録 

＜テレビで確認する場合＞ 

＜インターネットで確認する場合＞ ＜メールで確認する場合＞ 

ク
リ
ッ
ク 

FBS 福岡放送と TNC テレビ西日本で 

見ることができます。 

メール文面 

ｄボタンから 
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